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修学旅行実施にかかる連絡 

 

残暑の候、保護者の皆さんにおかれましては、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素

は本校の教育にご理解・ご協力を賜りありがとうございます。 

さて、新型コロナウイルス感染拡大の影響で 9 月に延期した修学旅行の実施については、市

教育委員会策定の「新しい生活様式による修学旅行等」の実施に関する留意事項に基づき、よ

り教育効果の高い特色ある修学旅行を計画、準備して参りました。 

現在、大阪府には8月31日まで緊急事態宣言が発令されています。出発の可否については、

安全性を第一に、出発当日まで関係機関と連携を図りながら判断いたしますが、実施に当たり

現時点でご家庭でもご理解とご協力をいただきたい点がございます。 

つきましては、下記の内容についてご確認いただき、ご協力をお願いします。 

 

記 

 

1. 万全な体調で臨むことができるように、修学旅行実施前後２週間（8/21～9/18）の、生

徒および同居家族の健康観察にご協力をお願いします。 

2. ご家庭においても、旅行中の感染予防へのご指導をお願いします。（手洗い、マスク着用、

黙飲黙食、マスク会食、必要な持ち物の準備等） 

3. 出発当日の朝、少しでも体調に不安がある場合や、家族に体調不良がある場合は参加を

見合わせてください。 

4. 出発時を含め、旅行中に発熱等の症状が確認された場合は、保護者の方に迎えに来てい

ただきます。 

5. 上記３及び４の対応に伴い発生する費用（キャンセル料、傷病等治療費、本人及び保護者

の送迎のための交通費や滞在のための宿泊費等）につきましては、保護者の方にご負担

をいただきます。ただし、本校ではこのことに係る費用負担軽減のため、本人及び保護者

の送迎のための交通費や滞在のための宿泊費について、一定の条件下で補償可能な旅

行保険に加入しております。 

6. 万が一、旅行中に新型コロナウイルス感染症発症（またはその疑い）が確認された際、現

地保健所・医療機関の指示に従い、活動を中断し、帰阪する場合があります。 

  

 



 

 

Ｑ１ 当日、やむを得ず欠席となる場合は、どこに連絡をするのか。  

Ａ１ 

当日、やむを得ず欠席する場合は、６：３０～６：５０に 学校 ６３８６－０８１２ に連絡をして

ください。  

    

Q2 出発時を含め、修学旅行期間中に怪我や発熱等の症状が確認された場合の対応は

どうなるか。 

Ａ２ 

1) 集合場所での検温で発熱があった場合 

保護者の方へ連絡し、集合場所（新大阪）まで保護者の方に迎えに来ていただきます。

保護者の方が迎えに来るまでの間、教職員が付き添います。付き添う教職員は修学旅

行に帯同するので、７時５０分までにはお迎えをお願いします。 

2） 出発後の場合 

①発熱等の症状が確認された場合 

保護者の方へ連絡し、現地まで保護者の方に迎えに来ていただきます。 

保護者の方が迎えに来るまでの間、生徒は別室対応もしくは、教職員が付き添いで別行

動をとります。 

②怪我等が確認された場合 

保護者の方への連絡と並行して、現地の医療機関を受診します。医師の判断、指示に従

い、生徒自身の旅行継続が困難と判断した場合は保護者の方に迎えに来ていただきま

す。保護者の方が迎えに来るまでの間、教職員が付き添います。生徒の怪我等の状態か

らから旅行継続が可能と診断された場合は、旅行を継続します。 

 

Q３ 出発、帰阪時に新大阪での見送り、迎えは可能か。 

A3 

集合場所は、開放された広い場所ではあるものの、本校占有のスペースではありません。通勤

を含め、一般の駅利用者の往来もありますので、集合場所付近でとどまっての見送りやお迎え

は、密集回避の意味からも控えてください。 


